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お知らせ

 　

 国民健康保険の方・後期高齢者医療の方
　保険証を郵送します！

　現在交付している国民健康保険の保険証と後期高齢者医療の保険証（水色）は、令和

２年７月３１日（金）までお使いいただけます。
　令和２年８月１日（土）からお使いいただく保険証は、７月下旬に特定記録郵便でお
送りします。ご家庭のポスト等に投函されますので、ご確認ください。

●国民健康保険・・・世帯主あて（世帯員の証を含む）
●後期高齢者医療・・・被保険者一人ひとりあて

　令和元年中の所得状況等により、医療機関でご負担いただく割合（自己負担割合）が、
８月から変更になることがあります。
　令和元年中の所得額等の確定に伴い、別途令和２年度の保険料額に関する通知を送付
します。後期高齢者医療の方は７月中旬頃、国民健康保険の方は８月に通知しますので
ご確認ください。

「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは・・・？

　この認定証（白色）を病院などの窓口で提示することで、同一医療機関での支払いが
自己負担限度額（年齢や所得によって異なる）までとなります。
　申請方法・・・印鑑を持参し、役場　町民課で申請してください。

　申請ができる方

　　◆国民健康保険
　　・０歳～６９歳までの方
　　・７０歳～７４歳の方で、負担割合が３割の方（一部）、または住民税非課税世帯の方
　　※令和２年７月３１日（金）まで有効の認定証を持っていた方が、引き続き該当となる
　　　場合は、申請書を保険証と一緒に郵送しますので、必要な場合は、改めて申請してく
　　　ださい。

　　◆後期高齢者医療（７５歳以上の方（障がい認定を含む））
　　　負担割合が３割の方（一部）、または住民税非課税世帯の方
　　　※令和２年７月３１日（金）まで有効の認定証を持っていた方が、引き続き該当
　　　となる場合は、７月末までに郵送しますので申請不要です。

【お問い合わせ先】　西ノ島町役場　町民課　TEL：08514-6-0103
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「隠岐航路運賃助成対象者証明書」の更新について
　隠岐航路運賃低廉化事業が本格化から 3 年が経過し運賃助成対象者証明書の更新の時期とな
りました。証明書の更新については下記のとおり取り扱いますのでご確認ください。
■「隠岐航路運賃助成対象者証明書」の更新について

　「隠岐航路運賃助成対象者証明書」の対象は西ノ島町に住民登録している方です。
　◇ 7 月 30 日までに西ノ島町に転入される方＝申請が必要です。
　　→令和 2 年 9 月 30 日まで有効な証明書を作成します。
　◇ 7 月 31 日時点で西ノ島町に住民登録のある方＝申請は不要です。
　　→令和 5 年 9 月 30 日まで有効な証明書を９月初旬頃から世帯ごとに郵送します。
　◇ 8 月 1 日以降に西ノ島町に転入される方＝申請が必要です。
　　→令和 5 年 9 月 30 日まで有効な証明書を作成します。
■「隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書」の申請について

　隠岐空港～出雲空港間の航空機での島民割引の適用を受けるには、郵送でお届けするものと
は別の証明書が必要となります。
　8 月 1 日以降の申請分より令和 5 年 9 月 30 日まで有効な証明書を作成しますので、更新を
希望される方、新しく発行を希望される方、いずれの場合も新たに申請してください。申請に
は顔写真（横 2.5cm ×縦 3cm：免許証の写真サイズ）が必要です。

■準住民の方の「隠岐航路運賃助成対象者証明書」の申請について

　住民の方に扶養されている児童・生徒・大学生（専門学校・各種学校を含む）については住
民票がなくても、島民割引の適用を受けることができます。割引の適用には住民の方と同様に
証明書が必要になりますので、発行を希望される方は在学証明書をご準備頂き、役場で申請し
てください。ご不明な点は、下記までお問合せください。

【お問い合わせ先】西ノ島町役場　企画財政課　TEL：08514-6-0105

 　 　西ノ島町　A級グルメのまち事業
　西ノ島町では、にっぽん A 級グルメのまち連
合の「本当に美味しいものは地域にあって、その
美味しさを本当に知っているのは地域に暮らす人
びとで、彼らが誇りをもってつくる食はＡ級と呼
ぶべきであり、それは永久に残さなければならな
い。」という理念のもと、独自の取り組みをおこ
なっています。
　今回、西ノ島町独自の取り組みのひとつ「地産
地消の推進」として『プロトン凍結　隠岐のいわ
がき』を数量限定で特別価格にて提供することと
なりました。
　この機会にぜひとも西ノ島の A 級グルメをご堪
能下さい。

　販売開始
　　令和 2 年 7 月 1 日（水）より　
　　※予定販売数量終了まで
　販売品目・規格
　　『プロトン凍結　隠岐のいわがき』
　　Ｓサイズ（200 ｇ）　
　販売価格（税込）
　　180 円 /1 個
　販売先及びお問い合わせ先
　　販売先：㈱日本海隠岐活魚倶楽部　窓口　　
　　（浦郷 544-38　観光交流センター内）
　　TEL  ：08514-6-1385
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 国民健康保険の方・後期高齢者医療の方
　保険証を郵送します！

　現在交付している国民健康保険の保険証と後期高齢者医療の保険証（水色）は、令和
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　令和元年中の所得状況等により、医療機関でご負担いただく割合（自己負担割合）が、
８月から変更になることがあります。
　令和元年中の所得額等の確定に伴い、別途令和２年度の保険料額に関する通知を送付
します。後期高齢者医療の方は７月中旬頃、国民健康保険の方は８月に通知しますので
ご確認ください。

「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは・・・？

　この認定証（白色）を病院などの窓口で提示することで、同一医療機関での支払いが
自己負担限度額（年齢や所得によって異なる）までとなります。
　申請方法・・・印鑑を持参し、役場　町民課で申請してください。

　申請ができる方

　　◆国民健康保険
　　・０歳～６９歳までの方
　　・７０歳～７４歳の方で、負担割合が３割の方（一部）、または住民税非課税世帯の方
　　※令和２年７月３１日（金）まで有効の認定証を持っていた方が、引き続き該当となる
　　　場合は、申請書を保険証と一緒に郵送しますので、必要な場合は、改めて申請してく
　　　ださい。

　　◆後期高齢者医療（７５歳以上の方（障がい認定を含む））
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　　　となる場合は、７月末までに郵送しますので申請不要です。

【お問い合わせ先】　西ノ島町役場　町民課　TEL：08514-6-0103


